
TOPICSTOPICS
新たに始まる制度・事業や、生活に身近な話題などをお知らせします新たに始まる制度・事業や、生活に身近な話題などをお知らせします

募
集
期
間　
10
月
３
日
㈪
～
17
日
㈪
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜

日
・
祝
日
は
除
く
）
※
電
子
申
請
は
10

月
３
日
㈪
午
前
0
時
～
17
日
㈪
午
後
11

時
59
分
ま
で

入
園
資
格
　
市
内
に
住
所
が
あ
る
か
た

▪
３
歳
児
＝
平
成
31
年
４
月
２
日
～
令

和
２
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児

▪
４
歳
児
＝
平
成
30
年
４
月
２
日
～
平

成
31
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児

▪
５
歳
児
＝
平
成
29
年
４
月
２
日
～
平

成
30
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
幼
児

申
し
込
み　
電
子
申
請

（
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

ア
ク
セ
ス
）
か
ら
申
し

込
み
、
ま
た
は
入
園
願
書
を
直
接
各
幼

稚
園
へ
提
出
。

※
入
園
願
書
は
、
各
幼
稚
園
ま
た
は
教

育
総
務
課
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

そ
の
他　
原
則
、
小
学
校
の
通
学
区
域

に
準
じ
ま
す
。

▪
明
戸
・
幡
羅
・
常
盤
小
学
校
区
域
➡

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
に
つ

い
て
窓
口
負
担
割
合
が
変
更
さ
れ
ま
す

　
10
月
１
日
㈯
か
ら
、
医
療
費
の
窓
口

負
担
割
合
が
１
割
負
担
の
か
た
の
う

深
谷
東
幼
稚
園

▪
上
柴
西
・
上
柴
東
小
学
校
区
域
➡
上

柴
西
幼
稚
園

▪
岡
部
・
榛
沢
・
本
郷
・
岡
部
西
小
学

校
区
域
➡
お
か
べ
幼
稚
園

▪
小
学
校
の
学
区
内
に
幼
稚
園
が
な
い

か
た
➡
保
護
者
の
送
迎
可
能
な
幼
稚
園

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
園
児
募
集
に
つ
い
て
詳
し
く
は
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

令
和
５
年
度
深
谷
市
立
幼
稚
園
園
児
募
集

問
い
合
わ
せ　
教
育
総
務
課
（
う
５
７
４
‐
５
８
１
１
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
課
（
う
５
７
４
‐
６
６
４
１
）

　
令
和
３
年
４
月
に
法
律
が
変
わ
り
、

不
動
産
（
土
地
・
建
物
）
の
相
続
登
記

の
義
務
化
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
新
し
い
法
律
は
、
令
和
６
年
４
月
１

日
㈪
か
ら
ス
タ
ー
ト
と
な
り
、
不
動
産
の

相
続
を
知
っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
正

当
な
理
由
な
く
、
相
続
登
記
の
申
請
を

し
な
い
と
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　
住
む
家（
持
っ
て
い
る
家
）や
土
地
が
、

亡
く
な
っ
た
親
や
祖
父
母
な
ど
の
名
義

の
場
合
に
は
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

相
続
登
記
、
済
ん
で
い
ま
す
か
？

問
い
合
わ
せ　
自
治
振
興
課
（
う
５
７
４
‐
８
５
９
７
）

募集人数（ 8月現在） ＊深谷東幼稚園のみ各年齢2クラス

幼稚園名 電話
クラス年齢（1クラスあたりの募集定員）
3歳児（20人） 4歳児（25人） 5歳児（30人）

深 谷 幼 稚 園 571‐0948 20人 12人 13人
深 谷 西 幼 稚 園 571‐2786 20人 11人 13人
桜 ケ 丘 幼 稚 園 571‐2788 20人  8人 10人
藤 沢 幼 稚 園 571‐5600 20人 18人 17人
上 柴 西 幼 稚 園 573‐5240 20人  3人  8人
深 谷 東 幼 稚 園 501‐2738 40人＊  9人＊ 12人＊
お か べ 幼 稚 園 585‐4190 20人  2人  5人

3年以内に『相続登記』

登記しないと
法務局より

『催告』の可能性

催告に応じないと
『過料』が科され
る可能性

土地・建物の相続①

②

③ ④ 

ち
、一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
か
た
は
、

窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
変
更
さ
れ
ま

す
。
窓
口
負
担
割
合
2
割
の
対
象
に
な

る
か
ど
う
か
は
、
主
に
次
の
表
の
流
れ

で
判
定
し
ま
す
。

※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上のかた（65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けたかたを含む）

※2『課税所得』とは
住民税納税通知書の『課税標準』の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会
保険料控除等）等を差し引いた後の金額）です。

※3『年金収入』には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割のかた。
※5『その他の合計所得金額』とは

事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

いるいない

１人だけ ２人以上

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

世帯全員が

１割 １割 ２割
世帯全員が

１割
世帯全員が

２割
世帯全員が

３割

該当しない該当する

現役並み所得者※4に該当するか

世帯内の75歳以上のかた※1のうち
課税所得※2が28万円以上のかたがいるか

世帯に75歳以上のかた※1が２人以上いるか

『年金収入※3＋その他の
合計所得金額※5』が
200万円以上か

『年金収入※3＋その他の
合計所得金額※5』の
合計が320万円以上か

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上のかた※1の課税所得※2や
年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。

新
し
い
被
保
険
者
証
の
送
付

　
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
、
９
月
30
日
㈮
ま
で
で
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
を
次
の
と
お
り

送
付
し
ま
す
。

と
き　
９
月
中
旬
か
ら
（
簡
易
書
留
郵

便
で
送
付
）

有
効
期
限　
令
和
５
年
７
月
31
日
㈪

窓
口
負
担
割
合
が
２
割
に
な
る
か
た
へ

負
担
を
抑
え
る
配
慮
措
置
が
あ
り
ま
す

　
10
月
１
日
㈯
の
施
行
後
３
年
間
（
令

和
７
年
９
月
30
日
㈫
ま
で
）
は
、
窓
口

負
担
割
合
が
２
割
に
な
る
か
た
の
配
慮

措
置
と
し
て
1
カ
月
の
外
来
診
療
の
窓

口
負
担
割
合
引
き
上
げ
に
伴
う
負
担
増

加
額
を
３
０
０
０
円
ま
で
に
抑
え
ま
す

（
入
院
は
対
象
外
）。

　
払
い
戻
し
と
な
る
か
た
は
、
高
額
療

養
費
と
し
て
、
事
前
に
登
録
さ
れ
て
い

る
高
額
療
養
費
の
口
座
へ
後
日
払
い
戻

し
さ
れ
ま
す
。

　
２
割
負
担
と
な
る
か
た
で
、
高
額
療

養
費
の
口
座
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
か

た
は
、
９
月
の
被
保
険
者
証
発
送
後
に

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か

ら
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
申
請

書
に
記
載
し
て
あ
る
内
容
に
沿
っ
て
口

座
の
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【配慮措置が適用される場合の計算方法 】
例：１カ月の医療費全体額が50,000 円 の場合

窓口負担割合１割のとき① 5,000円

窓口負担割合２割のとき② 10,000円

負担増③（②－①） 5,000円

窓口負担増の上限④ 3,000円

払い戻し等（③－④） 2,000円

配慮措置
1カ 月5,000
円の負担増を
3,000円まで
に抑えます。

3歳児の申し込みが10人に満たない場合、 その学級は編成しません。

▲市ホームページ ▲電子申請

Q：相続登記って何？
A：不動産の所有者が亡くなった時に、 その土地や建物
の名義について遺産を引き継いだかたへ変更する手続き
のことです。 手続きはその不動産のある場所の管轄法務
局で行うことができます。

【 参考】 深谷市の管轄法務局
さいたま地方法務局熊谷支局　う524 ‐ 8805
Q：今住んでいる・持っている家や土地が、亡くなった
親や祖父母名義だとどうなるの？
A：相続登記をしないことで、 不動産の売却ができなか
ったり、権利関係が複雑化したりする可能性があります。
また、 相続登記の義務化により、 正当な理由なく相続登
記の申請をしない場合、 10万円以下の過料が科される可
能性があります。
Q：遺産分割の話し合いが進まず、不動産の相続登記がで
きない場合はどうすればいいの？
A：『 相続人申告登記』 という手続きにより、 住所や氏
名などを法務局へ届け出ることで、 ひとまず相続登記の
義務を果たすことができます。
※遺産分割が完了した場合には、 結果に基づき登記手続
きをする必要があります。
相続登記について詳しくは法務局や司法書士会（埼玉司
法書士会う048 ‐ 838 ‐ 7472）へご相談ください。

AA相相 続続登登 QQ＆＆記記

埼玉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
う0120 ‐ 085 ‐ 950
受付時間　11月30日㈬までの月曜日～金曜日

（祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
厚生労働省コールセンター
う0120 ‐ 002 ‐ 719
受付時間　月曜日～土曜日（祝日を除く）午
前9時～午後6時

≪医療費負担割合の見直しに関する問い合わせ先≫
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TOPICS
新たに始まる制度・事業や、生活に身近な話題などをお知らせします深谷市長

小島　進

若
い
世
代
の
提
案

　

市
で
は
、
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち

が
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
提
案

を
発
表
す
る
体
験
を
通
じ
て
、
行
政
や

議
会
へ
の
理
解
を
深
め
る
『
子
ど
も
議

会
』
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
、

市
議
会
で
は
既
に
導
入
を
進
め
て
い
る

デ
ジ
タ
ル
化
、
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
を
取

り
入
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
議
員
の
皆
さ

ん
が
、
た
だ
で
さ
え
緊
張
す
る
議
場
で

の
発
言
に
加
え
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
う
ま
く
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い

う
不
安
が
正
直
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
い
ざ
開
会
し
て
み
る
と
、

子
ど
も
議
員
の
皆
さ
ん
が
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
を
見
事
に
使
い
こ
な
し
、
そ
つ
な

く
堂
々
と
発
言
を
す
る
姿
に
大
変
驚
か

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
質
問
内
容
も
、
少
子
高
齢
化

対
策
や
環
境
問
題
な
ど
、
大
人
顔
負
け

の
質
問
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
、
答
弁
す

る
こ
ち
ら
も
真
剣
で
す
。

　

市
の
予
算
を
『
稼
ぐ
』
こ
と
も
必
要

で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
取
り
組
み

や
、
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
モ
ー
ル
誘
致
を
通

じ
て
市
外
の
か
た
か
ら
『
外
貨
』
を
獲

得
す
る
ね
ら
い
な
ど
、
私
の
ビ
ジ
ョ
ン

を
含
め
た
本
音
の
話
を
率
直
に
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
子
ど
も
議
会
を
通

じ
て
、
子
ど
も
議
員
の
純
粋
な
意
見
を

聞
き
、
私
も
い
ろ
い
ろ
と
参
考
に
な
る

部
分
が
あ
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
議
会
の
ほ
か
に
も
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
提
案
を
伺
う
機
会
と
し
て
、

『
市
長
へ
の
手
紙
』
と
い
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
メ
ー

ル
で
も
お
送
り
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
若
い
世
代
か
ら
も
気
軽
に
ご
提
案

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

現
在
は
コ
ロ
ナ
禍
も
相
ま
っ
て
、
ま

す
ま
す
何
が
正
解
か
判
断
の
難
し
い
問

題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か

ら
も
幅
広
い
方
々
の
提
案
に
耳
を
傾

け
、
未
来
の
深
谷
の
ま
ち
づ
く
り
に
積

極
的
に
反
映
で
き
る
よ
う
市
政
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ　
熊
谷
年
金
事
務
所
（
う
５
２
２
‐
５
０
１
２
）

保
険
年
金
課
（
う
５
７
４
‐
６
６
４
１
）

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
対
応
し
た
ワ
ク
チ
ン
接
種

　　
現
在
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
接
種
の
接
種
期
間
は
９
月
30
日
㈮

ま
で
と
し
て
い
ま
す
が
、国
に
お
い
て

新
た
に
重
症
化
予
防
を
目
的
に
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
に
対
応
し
た
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

実
施
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
詳
細
が
決
定
し
だ
い
、迅
速

に
接
種
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
通
じ
て
周
知
を

し
て
い
き
ま
す
。

対
象
者
　
初
回
接
種（
１・２
回
目
）を

終
了
し
た
か
た（
予
定
）

接
種
開
始
時
期
　
秋
以
降
開
始
予
定

４
回
目
接
種
対
象
の
医
療
従
事
者・高

齢
者
施
設
等
従
事
者
の
か
た
へ

接
種
券
に
つ
い
て　
４
回
目
接
種
を
希

望
す
る
場
合
、ま
た
は
接
種
券
無
し
で

既
に
接
種
を
終
え
て
い
る
か
た
は
、接

種
券
の
発
行
申
請
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

接
種
券
の
発
行
申
請
方

法　
電
子
申
請
ま
た
は

問
い
合
わ
せ
先
へ

武
田
社
ワ
ク
チ
ン（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）の
接
種

　
武
田
社
ワ
ク
チ
ン（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）

の
初
回
接
種（
１・２
回
目
）に
つ
い
て

対
象
年
齢
が
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

対
象
者
　
初
回
接
種（
１・２
回
目
）＝

12
歳
以
上　
３
回
目
接
種
＝
18
歳
以
上

接
種
会
場
　
ニ
ッ
ト
ー
モ
ー
ル　
２
階

（
熊
谷
市
銀
座
２
丁
目
２
４
５
）

予
約
方
法
　
県
専
用
予

約
サ
イ
ト
か
ら
申
し
込

み

Ｂ Ｏ Ｘ

Ａ

『農業王国ふかやマルシェ』、『コ
リドーカフェ』の開催日などの情

報を知るのはどうすればよいですか。
Ｑ

市ホームページや公式ＳＮＳで知る
ことができます。

　市では、市内の農畜産物、商工業のＰＲ
および販売機会の確保のため、市役所本庁
舎で『農業王国ふかやマルシェ』、『コリドー
カフェ』を定期的に開催しています。地元
ならではの新鮮な農畜産物や
お店自慢のテイクアウト食
品・雑貨などが数多く出店さ
れています。皆さまのご来場
をぜひお待ちしています。
問い合わせ　農業王国ふかやマルシェ＝
農業振興課（う577‐3298）、コリドー
カフェ＝商工振興課（う577‐3409）

深谷商業高等学校1年（現2年）　小
こ

林
ばやし

悠
ゆ う

斗
と

 さん

母へ

　高校生になってから、学校や部活のある日には、

弁当を持って行くことになりました。

　母と話をしていたら、弁当の話題になりました。

母は毎回おかずの出来について気にしているそうで

す。

　母が、「卵焼きがうまくなってきたでしょう。」と

言うから、僕は、「ずっとおいしいよ。」と言ったの

です。母はその言葉に驚いて、さらに涙ぐんでいま

した。僕が弁当をありがとうと言いたかったのに、

母から先に言われてしまいました。

優秀賞
高校生・大学生の部

みんなの声みんなの声

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
関
連
情
報

問
い
合
わ
せ　
深
谷
市
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
う
０
５
７
０

‐
０
０
３
０
６
５
）月
～
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

太陽光発電
余剰電力を
お譲りください

　『ふっかちゃんでんき』
では、市内でつくられた
固定価格買取満了後の
太陽光発電余剰電力を
活用することで、安心・
安全で環境にやさしい電
気を市民に提供する電気
の地産地消を進め、深
谷市が目指す『ゼロカー
ボンシティふかや』の実
現に寄与します。

※『ふっかちゃんでんき』は深
谷市も出資する地域に根差し
た電力会社です。

問い合わせ

TEL：578‐8217
ふかやeパワー㈱　担当：紺野

詳しくは、問い合
わせ先ホームペ
ージ（『ふっかち
ゃんでんき』で検
索）をご確認くだ
さい。

こんの

▲市ホームページ

▲電子申請▲県専用予約サイト

▲ホームページ

令
和
４
年
度
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

の
請
求
を
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す

　　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、公
的

年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他
の
所
得
額

が
、一定
基
準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。

対
象
者

▪
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
65

歳
以
上
で
、世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民

税
が
非
課
税
か
つ
年
金
収
入
額
と
そ
の

他
所
得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
の

か
た

▪
障
害
基
礎
年
金・遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
て
前
年
の
所
得
額
が
約

４
７
２
万
円
以
下
の
か
た

　
受
け
取
り
の
対
象
と
な
る
か
た
に

は
、日
本
年
金
機
構
か
ら
９
月
１
日
㈭

以
降
、順
次
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

の
で
、令
和
５
年
１
月
４
日
㈬
ま
で
に

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、請
求
は
期
限
を
待
た
ず
お
早

め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　年金について知りたいことがすぐに
探せるポータルサイト『わたしとみん
なの年金ポータル』のＬＩＮＥ公式アカ
ウントがあります。
　このＬＩＮＥ公式アカウントは、年金
に関する疑問や、年金事務所や年金
に関する相談先を検索することができ
るなど、年金について知りたいことを、
直感的に調べることができます。
【LINE公式アカウント名】
『わたしとみんなの年金ポータル』
【友だち追加方法】
▪友だち検索でLINE ID『＠nenkin-
portal』を検索して
友だち追加または右
記QRコードを読み
取り追加

年金ポータルのL
ラ イ ン

INE
公式アカウントをぜひ
ご利用ください
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